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第１０２回天皇杯・第９３回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会佐賀県代表決定戦 

 兼 第４回全九州総合バスケットボール選手権大会佐賀県代表決定戦 実施要項（案内） 

 

  １．大会名称    第１０２回天皇杯・第９３回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 

                     ファーストラウンド(佐賀県ラウンド)  

兼 第４回全九州総合バスケットボール選手権大会佐賀県代表決定戦 

 

  ２．主  催    公益財団法人 日本バスケットボール協会 

                      一般社団法人 佐賀県バスケットボール協会 

 

  ３．共  催    株式会社 佐賀新聞社 

 

  ４．主  管    一般社団法人 佐賀県バスケットボール協会 

 

  ５．大会方式    佐賀県内で選手権大会を開催し、トーナメントで１位～３位を決定する。 

 

  ６．競技規則    最新のバスケットボール競技規則で実施する。 

                      但し、ＩＲＳおよびＨＣチャレンジは導入しない。 

 

  ７．出場資格    2026年度において佐賀県の下記カテゴリー・チーム区分にチーム登録されて 

            いるチーム(JBA登録区分に基づく)であること。 

             ・U18カテゴリー：高校(部活)、高専、クラブ、Bユース(U18)、 

・一般(Ⅰ種)カテゴリー：ＳＢＬ、オープン、オーバーエイジ 40、 

オーバーエイジ 50、フレンドリー40、フレンドリー50･60、 

                         大学(体育会)、専門学校 

             ※Ｂリーグ(B1･B2)、Ｂ３、Ｗリーグ所属チーム除く 

 

  ８．大会日程    ２０２６年７月１８日(土)・７月２０日(月祝)・７月２５日(土) 

                         

  ９．会  場    佐賀県鳥栖市  鳥栖市民体育館 

 

 １０．表  彰    【１位・２位】天皇杯(男子)・皇后杯(女子)、セカンドラウンドへの出場権が 

付与される。 

                        １～３位までを表彰する 

 

 １１．参加資格 

                         ①2026年度においてＪＢＡに選手登録された選手であること 

                         ②外国人選手は、ＪＢＡ基本規定第 110条に基づいて登録された選手である 

こと。 ※日本と在籍国間の相互免除により査証を有しない外国籍選手 

および観光査証により来日している外国選手の登録不可。 

                         ③帰化選手は満１６歳となった後に国籍法に基づく帰化によって日本国籍を 

              取得した選手であること。 

 

１２．チーム編成 
            【天皇杯・皇后杯共通】 

                         ①チーム編成はスタッフ９名以内、選手１６名以内の計２５名以内とする。 

             ②ベンチで指揮を執るコーチは、ＪＢＡが定めるコーチライセンスの適応 

              基準において必要な資格を保有していること。 



                         ③各選手が本大会に登録(エントリー)できるのは、全ラウンドを通じて１ 
チームのみとする。※試合出場の有無は問わない。 

             ④同ラウンド中およびラウンド毎に登録チームを変更することはできない。 

                         ⑤各ラウンドのエントリー変更締切後の選手変更・追加は認められない。 
 
１３．外国籍選手・帰化 

選手等の登録 
【天皇杯】 

① 天皇杯における外国籍選手の登録(エントリー)数は、１チーム合計３名以内。  

② 帰化選手については、外国籍選手とは別に１名まで登録することができる。 

【皇后杯】 
① 皇后杯における外国籍選手の登録(エントリー)数は、１チーム合計２名以内。 

②  帰化選手については、外国籍選手とは別に２名まで登録することができる。 

 
１４．オン・ザ・コート 
   ルール。     【天皇杯・皇后杯共通】 

① 試合中、同時にプレーできる外国籍選手数は、１チーム合計１名以内。  (オ
ン・ザ・コート１) 

② 帰化選手については、同時にプレーできる人数を１名以内とし、前項の外国籍
選手１名と同時にプレーすることができる。 

③ 延長時限においても、上記ルールを同時に適用する。 

                    【違反時の対応】 

                             規定数以上の外国籍選手が交代によりコートへ入り、再開のためにスローインを行う 

               プレーヤーにボールが与えられたとき、あるいは最初のフリースローでフリースロー 

               を行うプレーヤーにボールが与えられたとき以降にそれが確認された場合は、その時 

               点で審判員は当該チームのコーチへテクニカルファウルを宣告し、外国籍選手を交代 

               させ規定数以内であることを確認した後に試合を再開する。  

 

１５．ユニフォーム規定   ①JBAユニフォーム規則に準ずる。 

                           ②その他の身につけることができるもの・できないものは競技規則第４条に準ずる。 

 

１６．ユニフォームの色   ①チームは濃色・淡色各ユニフォームを用意し、濃淡同番号とする。 

 

１７．組み合わせ    (一社)佐賀県バスケットボール協会の担当者で作成する。 

 

１８．参 加 費    １チーム：￥７，０００－     

                         ※参加費は振込のみによる 

                           振込先 佐賀共栄銀行 兵庫支店 普通０３７－１０２６８９４  

                  佐賀県バスケットボール協会 事務局 高取靖弘 

 

 １９．申 込 先    〒８４０－０８０１ 

                         佐賀県佐賀市駅前中央一丁目９－４サンラインビル２Ｆ－Ａ号 

                           (一社)佐賀県バスケットボール協会  高取靖弘 着付 

                             TEL0952-37-0503 

               E-Mail sba_saga@ksn.biglobe.ne.jp 

                         《締切日》令和８年６月１７日(水)申込書および参加費完納 

                             ※佐賀県バスケットボール協会ホームページより、要項・参加申込書を 

                               ダウンロードされ、SBA事務所へ郵送もしくはメール送信して下さい。 

参加申込書は押印をお願いします。 

 

 ２０．そ の 他        ①今大会の１位・２位チームは、第４回全九州総合選手権大会(宮崎県延岡市) 

                          (2026年１１月２０日(金)～２２日(日)男女同時開催)へ出場権が付与される。 

              ※第 102回天皇杯・第 93回皇后杯セカンドラウンドへの出場権を得る。 

                         ②日本協会の選手登録番号も必須です。個人カードまたは、登録一覧を 

                           ご提示ください。 

                         ③大会期間中の応援は認めるものとする。詳細については別途連絡する。 

                         ④｢暴力行為根絶宣言｣を理解し、遵守すること 


